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  紙推進協ニュース ２０２１年３月３１日 №１０６ 

    紙製容器包装リサイクル推進協議会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-21新虎ノ門実業会館8階 

                            TEL：03-3501-6191  ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kami-suisinkyo.org/ 

                               FAX：03-3501-0203  E ﾒｰﾙ：p@kami-suisinkyo.org 
   

本紙推進協ニュース No.１０６では、[Ⅰ] 公益財団法人 日本容器包装リサイクル

協会（容リ協会）紙容器事業情報、[Ⅱ] ２０２０年度第３回理事会報告（３／１６）、

自主行動計画２０２５承認、[Ⅲ] 容リ関連動向、プラスチック資源循環促進法、に

ついてお届けいたします。 

 

[Ⅰ] 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会（容リ協会）紙容器事業情報 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の２０２０年度再商品化見通し等報告会は、３月３日に開催され

ました。本報告会は４素材を総括し、環境省による「プラスチック資源循環施策に関する説明会」も行われま

した（資料１参照）。 

 ＜２０２０年度 再商品化見通し等報告会＞の資料による紙容器事業に関する内容 

１ ２０２０年度 再商品化実績見通し 

  ・市町村からの引き取り見込量は 20,160トンとなりました（前年度実績 20,729トン、前年度比（97.3％）。 

  ・再商品化製品販売見込量は、製紙原料 18,450トン（94.5％）、材料リサイクル160トン（0.8％）、固形燃 

料920トン（4.7％）、合計19,530トンとなり、前年度より939トン減少（前年度比95.4％）しました。 

・２０２０年末に実施された中国古紙輸入禁止措置の影響が懸念されたが、コロナ禍によって国内古紙回収 

量が減少したこと、また、中国への段ボール原紙の輸出量が増えたことから、古紙在庫滞留や急激な価格 

下落などは見られず、紙製容器包装についても販売量は問題なく推移しています。2月～3月に関してもこ 

の傾向は続くものと見られ、製紙原料向け、材料リサイクル向け、固形燃料化向けともに問題なく販売さ 

せると見込んでいます。ただし、引取見込量は 20,160トンと前年度実績比 570トン程度減少が見込まれ、 

再商品化製品販売量は製紙メーカー生産調整により前年度実績比940トン程度減少の見込です。 

２ ２０２０年度 紙製容器包装収支見込（余剰精算金見込） 

＜余剰精算金見込について＞ 

２００８年度より、拠出金制度が開始されたため、実施委託料金収支ベースと拠出委託料金収支ベースで

余剰清算金の見込を行っています。 

① 再商品化実施委託料金ベース 

実施委託料の清算見込額は、約1.12億円となり、 

再商品化実施委託料金ベースの余剰金精算率は約22.2％となる見込 

② 拠出委託料金収支ベース 

拠出委託料の清算見込額は、約3,810千円となり、 

拠出委託料金収支ベースの余剰金精算率は約95.8％となる見込 

３ ２０２１年度 落札結果 

  ・市町村の申込量21,280トン（前年度比103.3％）となり前年度から674トン増加しました。 

・入札参加事業者数は44社（前年度 44社）と変わらず市町村の申込数は140（前年度 138）と増加しました。 



2 

 

  ・落札加重平均単価は16円/トン（前年度511円/トン）となり前年度より有償化が進み 495円上がりました。 

   うち：逆有償落札平均 9,543円/トン（前年度8,958円/トン） 

逆有償落札量6,577トン 全落札量の30.9％（前年度6,663トン 全落札量の 32.3％） 

   うち：有償落札平均 -4,246円/トン（前年度-3,525円/トン） 

      有償落札量 14,703トン 全落札量の69.1％（前年度 13,943トン 全落札量の 67.7％） 

・再商品化事業者への支払いは、逆有償落札単価の微増により、62,764千円と昨年より若干増加する見込 

（前年度59,687千円）。 

  ・有償入札による再商品化事業者からの容リ協への委託収入は約 62,429千円と見込まれ、消費税控除後の金 

額が有償で落札した保管施設の市町村に拠出されます。 

 

 [Ⅱ] ２０２０年度第３回理事会報告（３／１６）、自主行動計画２０２５承認 

 新型コロナウィルス感染が拡大しつつある状況を考慮し、会議室にも感染防止対策のためのアクリル板や 

Ｗｉ-Fｉが導入され、Ｗｅｂ併用での開催となり、１．２０２０年度の活動経過ならびに収支決算見込報告、 

２．２０２１年度の活動計画ならびに収支予算案、３．新会員募集／ご加入のお願いについて（継続）、 

４．紙製容器包装のマテリアルフローの作成、５．自主行動計画２０２５（2021～2025年度）（案）＜第1号 

議案＞、６．容リ制度見直しの関連動向について説明しました。 

※来年度は役員交代の年ではありませんが、役員交代を予定されている方には早めの変更届を提出して

いただくようお願いしました。 

１ ２０２０年度の活動経過ならびに収支決算見込報告 

１－１．自主行動計画２０２０フォローアップ報告（２０１９年度実績） 

１）リデュースの推進：１３．１％削減（２００４年度比：紙・板紙使用量削減） 

２）リサイクルの推進：回収率２６．６％ 

 １－２．容器包装リサイクル制度見直しに向けた取り組み及び関連動向 ＜容リ法改正対策委員会＞ 

１）自主行動計画２０２５（2021～2025年度：第４次自主行動計画）の作成 

・３Ｒ推進団体連絡会は、自主行動計画２０２０を振り返り、取り組み課題として環境に配慮した３Ｒ

の推進や主体間連携に資する取り組みの一層の充実を図るべく第４次自主行動計画にあたる自主行動

計画２０２５を策定しました。 

・当推進協議会は、第２回理事会（11月17日）で①リデュース率 15％②回収率 28％の数値目標を決定、

第３回理事会（3月 16日）で内容について承認されました。 

   ２）紙製容器包装の「容器包装リサイクル制度の見直しに向けた提言」改訂 

・前回の合同審議会で、当推進協議会による紙製容器包装の「容器包装リサイクル制度の見直しに向け

た提言」として、紙製容器包装の紙単体と複合品の区別表示を設定することを提言し、「容器包装リサ

イクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」における分別排出の考えられる施策の例として、

「紙製容器包装の回収量の拡大の観点からの識別表示の検討を引き続き行うべきである」と課題とし

て取り上げられていることを勘案し、第２回理事会（11月17日）で改訂しました。 

３）「今後のプラスチック資源循環施策のあり方について」パブリックコメント 

・「プラスチック資源循環戦略」具体化に向け、昨年 5月より経済産業省・環境省による合同会議におい

て審議され、昨年12月パブリックコメント実施後、本年１月の第８回合同会議で「今後のプラスチッ

ク資源循環施策のあり方について」が取りまとめられました。パブリックコメントには容リ法改正対
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策委員会にて討議の上、当推進協議会から５件、３Ｒ推進団体連絡会として１件意見を提出しました。

意見①：容リ制度見直しに係わる討議については特定事業者も参加できるように。 

意見②：プラから紙への代替はリデュース・代替素材への転換と明確に位置付けを。 

意見③：環境配慮設計は市場規制的な手法ではなく、自主的な取り組み、指針に。 

意見④⑤：容リプラ・製品プラ・小規模事業系プラの「一括回収」や市町村とリサイクル事業者で「一

体選別」を行う場合も容リ法の枠組みである役割分担・費用分担を維持し特定事業者の費用負担増が

無いよう容リルートの活用では必要な処置を。 

     ３Ｒ推進団体連絡会意見①：上記意見④に加え、容リルートの活用にあたり必要な法令を整備し、容 

     リ協にコンプライアンスの影響・費用負担を及ぼさないように。 

    ・その結果、「再生可能性の観点から再生素材や再生可能資源（紙、バイオマスプラスチック等）に適切 

に切り替え」と紙として明確な位置付けになるよう反映されました。 

４）クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（ＣＬＯＭＡ）取り組み 

 ・クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（ＣＬＯＭＡ）の取り組みは、容リ制度の枠組み

の見直しにつながる可能性もあり、「プラスチックから紙、バイオマスプラスチック等の再生可能資源

への適切な代替の促進」等、直接係わる部分である Key action５の紙・セルロース素材の開発・利用

におけるテーマ２の未利用の紙系廃棄物、複合素材廃棄物のリサイクルについての取り組みを中心に

印刷工業会液体カートン部会や容環協にヒアリングを実施したり、技術部会の委員にも新たに就任す

る等、活動に参画しました。 

５）中国の廃棄物輸入規制の動き 

・紙製容器包装あるいは雑がみを含む「その他古紙」が２０１８年１月より中国への輸出が禁止となり、

本年１月から更に、段ボールをはじめとした古紙全般の輸出も禁止となりました。輸出相場だけでは

なく、国内相場の下落や古紙のリサイクル制度の枠組みが維持できなくなることが懸念されています。 

１－３．紙製容器包装の調査活動 

  １）新型コロナウィルス感染症拡大の影響 

２）市町村のヒアリング調査及び組成分析調査 ＜技術委員会＞ 

    ・紙製容器包装の一部を「厚紙の箱」として分別収集しており指定法人ルートでの回収を新たに始める 

東京都豊島区及び古紙ルート（雑誌・雑がみ）で回収している東京都葛飾区や神奈川県海老名市に、

取り組み状況についてヒアリング調査を実施して情報交換をしました。 

   ・組成分析調査については新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、現地調査が受け入れられず残念な

がら中止しました。 

３）紙製容器包装のマテリアルフローの作成 ＜技術委員会＞ 

・２０１９年度の紙製容器包装全体のマテリアルフローを作成しました。 

４）市町村回収量アンケート調査 ＜総務委員会＞ 

・市町村の回収量アンケート調査を人口１０万人以上の２９５市区対象に実施、２９０市区より回答を

得ました。ご協力いただいた市町村に調査集計報告と「３Ｒ改善事例集第１４版」を送付、紙製容器

包装の回収促進と、今後の調査への協力をお願いしました。 

１－４．３Ｒ推進のための広報・啓発 ＜総務委員会＞ 

  １）「３Ｒ改善事例集第１４版」の発行 

  ２）「エコプロOnline２０２０」出展（１１月２５日－２８日：オンライン開催） 
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１－５．３Ｒ推進団体連絡会における取り組み（自主行動計画と主体間連携の推進） 

  １）自主行動計画フォローアップ報告 （１２月１０日：経団連会館） 

  ２）主体間連携の推進 

・「容器包装３Ｒ推進フォーラム」(１月２８日～２月１日)Ｗｅｂ配信開催 

・意見交換会「容器包装３Ｒ交流セミナー」（函館・松本市）開催 

・３Ｒ推進市民リーダー育成プログラム：主幹事として「スキルアップ研修」や自治体担当者向け「容 

器包装の３Ｒと普及啓発に関する情報交換会」をＷｅｂ併用にて開催、東京都町田市に続き千葉県柏 

市へと連携の輪を広げつつあります。 

・展示会への出展：副幹事として「エコプロOnline２０２０」（Ｗｅｂ配信）に出展 

１－６．会員への情報提供 

  １）紙推進協ニュース（No.１０３～１０６）の発行やメールの発信 

２）「３Ｒ改善事例集第１４版」を全会員に送付・ホームページの充実 

 １－７．２０１９年度決算見込報告 

   ・全体の収支計算見込としては、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により組成分析調査等がやむえず 

中止になったことやエコプロがオンラインでの出展となったこと等により黒字見込となりました。 

２ ２０２１年度活動計画・予算案 

２－１．企画・運営 ＜運営幹事会＞ 

当推進協議会の活動全体の企画・運営及び理事会への提案について、立案・検討を行います。 

２－２．容器包装リサイクル制度の見直しに向けた取り組み ＜容リ法改正対策委員会＞ 

１）自主行動計画２０２５（２０２１～２０２５年度）発表 

第４次自主行動計画である自主行動計画２０２５（２０２１～２０２５年度）の数値目標を含む活動計 

画等を３Ｒ推進団体連絡会の一員として発表します。 

２）自主行動計画２０２０のフォローアップ報告（２０２０年度実績） 

  第３次自主行動計画である自主行動計画２０２０（２０１６～２０２０年度）の最終年度（２０２０年 

度）のフォローアップ報告を経団連とともに１２月に記者発表します。 

３）容リ制度の見直しに向けた「提言」を引き続き検討 

  経済産業省・環境省による合同審議会において取りまとめられた「容器包装リサイクル制度の施行状況 

  の評価・検討に関する報告書」に対応して、当推進協議会の改訂した「提言」の実現に向けて取り組む 

とともに、次回の容リ制度の見直しに向け、審議会のヒアリングに対応できるよう準備を進めます。 

４）経済産業省・環境省による合同会議により本年１月「今後のプラスチック資源循環施策のあり方につい 

て」が取りまとめられ、「プラスチックに係わる資源循環の促進等に関する法律」として３月に閣議決定 

し通常国会に提出されました。 

   プラスチック資源の分別収集を促進するため、製品プラも容リルートを活用した再商品化を可能にする 

等、容リ法の枠組みや紙製容器包装に係わる影響を分析するとともに、「再生可能資源（紙、バイオマス

プラスチック等）に適切に切り替え」等、ＣＬＯＭＡでの取り組みをはじめとした諸課題や、「中国の廃

棄物輸入規制問題」についても検討します。 

２－３．紙製容器包装の調査活動 

 １）総務・技術委員会活動報告のまとめ 

 ２）市町村のヒアリング調査及び組成分析調査 ＜技術委員会＞ 
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 ３）紙製容器包装の軽量化実態調査（原単位） ＜技術委員会＞ 

 ４）紙製容器包装のマテリアルフローの作成 ＜技術委員会＞ 

５）市町村回収量アンケート調査 ＜総務委員会＞ 

 ２－４．３Ｒ推進のための広報・啓発 ＜総務委員会＞ 

  １）「３Ｒ改善事例集第１５版」の発行 

  ２）展示会への出展 

  ３）会員への情報提供 

 ２－５．３Ｒ推進団体連絡会における取り組み（自主行動計画と主体間連携の推進） 

第４次自主行動計画である自主行動計画２０２５（２０２１～２０２５年度）の数値目標を含む活動計画を 

発表、３Ｒ推進団体連絡会としてまとまって取り組みます。自主行動計画２０２０の最終年度（２０２０年 

度）及び全体の成果を１２月に経団連とともにフォローアップ報告として記者発表します。 

主体間の連携を推進するため①３Ｒ推進フォーラム、②３Ｒ交流セミナー、③３Ｒ市民リーダー育成、④「エ 

コプロ２０２１」に出展等を実施します。また、指定法人が中心となって有識者・関係者と連携しつつ検討 

する課題については、指定法人ルートの４団体を中心に有力団体と連携しつつ取り組みを進めていきます。 

２－６ ２０２１年度予算案 

 ２０２１年度に向け引き続き財政は大変厳しいが、容リ制度見直しの審議会が始まることを想定し、新型コ

ロナウィルス感染症拡大の影響を脱した予算の計上としています。 

３ 新会員募集／ご加入のお願いについて（継続） 

  当推進協議会は各業界団体・企業の並立したご協力により発足した経緯を説明し、新会員募集活動について 

  御協力のお願いと会員候補の説明をしました。 

４ 紙製容器包装のマテリアルフローの作成 

２０１９年度の紙製容器包装全体のマテリアルフローを説明しました。 

５ 自主行動計画２０２５（2021～2025年度）（案） 

  第２回理事会（11月17日）で、①リデュース率15％②回収率 28％の数値目標を決定、第３回理事会（3月 

16日）で内容について承認されました。 

６ 容リ制度見直しの関連動向 

  ・容リ協「令和2年度再商品化見通し等報告会」（2021年3月3日） 

  ・「今後のプラスチック資源循環施策のあり方について(案)」に対するパブリックコメント 

  ・「プラスチックに係る資源循環促進等に関する法律案」 

  について説明しました。 

 

  ・日本容器包装リサイクル協会の令和 2年度再商品化事業者説明会資料（紙製容器包装） 

https://www.jcpra.or.jp/recycle/explanation/tabid/1070/index.php#kami 

 

自主行動計画２０２５について承認をいただきました。また、活動報告、決算見込報告、活動計画、予算案

等議題について異議無く了承されました。 
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 [Ⅲ] 容リ法関連動向、プラスチック資源循環促進法 
  ２０２０年５月から開催された中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会及び産業構

造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会プラスチック資源循環戦略ワーキンググループの

合同会議における審議を経てパブリックコメントを実施の上、２０２１年１月２８日の第８回合同会議で「今

後のプラスチック資源循環施策のあり方について」が取りまとめられました。３月９日に「プラスチックに

係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣議決定され、第２０４回通常国会にて審議される予定です。 

１ 法律案の概要 

１－１．基本方針の策定 

  １）プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計 

  ２）ワンウェイプラスチックの使用の合理化 

  ３）プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化等 

１－２．個別の措置事項 

１）環境配慮設計指針の策定 

   製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した設計であることを認定す 

   る仕組みを設けます。また、認定製品を国が率先して調達する（グリーン購入法上の配慮）とともに、リ 

サイクル材の利用に当たっての設備への支援を行います。 

  ２）ワンウェイプラスチックの使用の合理化 

   ワンウェイプラスチックの提供事業者（小売・サービス事業者など）が取り組むべき判断基準を策定しま 

す。また、主務大臣の指導・助言・ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者への勧告・公表・命令 

を措置します。 

  ３）市区町村の分別収集・再商品化の促進 

   プラスチック資源の分別収集を促進するため、容リ法ルートを活用した再商品化を可能にします。また、

市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、市区町村

による選別、梱包等を省略して再商品化事業者が再商品化を実施することを可能にします。 

  ４）製造・販売事業者等による自主回収の促進 

   製造・販売事業者等がプラスチック製品等を自主回収・再資源化する計画を作成し、主務大臣が認定した 

   場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可を不要とします。 

  ５）排出事業者の排出抑制・再資源化の促進 

   排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定します。また、主務大臣の指導・助言・ 

プラスチックを多く排出する事業者への勧告・公表・命令を措置します。加えて、排出事業者等が再資源 

化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可を不要とします。 

１－３．施行期日 

   本法は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。 

 

 推進協ニュース別添資料 

  ・資料１ ｢令和２年度 再商品化見通し等報告会｣ 資料 

  ・資料２ プラスチック資源循環の促進等に関する法律（案） 

  ・資料３ 容器包装３Ｒのための自主行動計画２０２５（仮称）案 

－以上－ 



















プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案

プラスチックのライフサイクル全般での”3R+Renewable”により､サーキュラーエコノミーへの移行を加速

プラ製品の設計を環境配慮型に転換

プラ製品の環境配慮設計に関する指針に即した環境配慮製品を

国が初めて認定し、消費者が選択できる社会へ

 製造事業者等向けのプラスチック使用製品設計指針（環境配慮設計指針）を策定すると

ともに、指針に適合したプラスチック使用製品の設計を認定します。

 国等が認定製品を率先して調達することやリサイクル設備を支援することで、認定製品

の利用を促します。

v

排出されるプラをあまねく回収･リサイクル

使い捨てプラをリデュース

小売・サービス事業者などによる使い捨てプラの使用を合理化し、

消費者のライフスタイル変革を加速

 コンビニ等でのスプーン、フォークなどの、消費者に商品やサービスとともに無償で提

供されるプラスチック製品を削減するため、提供事業者に対し、ポイント還元や代替素

材への転換の使用の合理化を求める措置を講じます。

 これにより、消費者のライフスタイル変革を促します。

あらゆるプラの効率的な回収・リサイクルを３つの仕組みで促進

 市町村が行うプラスチック資源の分別収集・リサイクルについて、容器包装プラスチッ

クリサイクルの仕組みを活用するなど効率化します。

 使用済プラスチックについて、製造事業者等の計画を国が認定することで廃棄物処理法

上の許可を不要とする特例を設けます。

 産業廃棄物等のプラスチックについて、排出抑制や分別・リサイクルの徹底等の取組を

排出事業者に求める措置を講じるとともに、排出事業者等の計画を国が認定することで

廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。

①設計・製造段階

②販売・提供段階

③排出・回収・リサイクル段階

解体しやすい 素材代替

R100

リデュース



プラスチック資源の分別収集
を促進するため、容リ法ルー
トを活用した再商品化を可能
にする。

市区町村と再商品化事業者が
連携して行う再商品化計画を
作成する。

主務大臣が認定した場合に、
市区町村による選別、梱包等
を省略して再商品化事業者が
実施することが可能に。

【使用の合理化】

ワンウェイプラスチックの提供事業者（小売・サービス事業者
など）が取り組むべき判断基準を策定する。

主務大臣の指導・助言、ワンウェイプラスチックを多く提供
する事業者への勧告・公表・命令を措置する。

資源循環の高度化に向けた環境整備・循環経済（サーキュラー・エコノミー）への移行

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の概要

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック
資源循環等の取組（3R+Renewable）を促進するための措置を講じます。

1. 基本方針の策定

プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、以下の事項等に関す

る基本方針を策定する。
プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
ワンウェイプラスチックの使用の合理化
プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等

2. 個別の措置事項

■ 主な措置内容

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機と
して、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっている。

このため、多様な物品に使用されているプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化す
る必要がある。

■ 背景

設計
・
製造

【環境配慮設計指針】

製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、
指針に適合した製品であることを認定する仕組みを設ける。

認定製品を国が率先して調達する（グリーン購入法上の配慮）と
ともに、リサイクル材の利用に当たっての設備への支援を行う。

【製造・販売事業者等
による自主回収】

製造・販売事業者等
が製品等を自主回収
・再資源化する計画
を作成する。

主務大臣が認定し
た場合に、認定事
業者は廃棄物処理
法の業許可が不要
に。

【排出事業者の排出抑制・再
資源化】

排出事業者が排出抑制や再
資源化等の取り組むべき判
断基準を策定する。

主務大臣の指導･助言、プ
ラスチックを多く排出する
事業者への 勧告・公表・
命令を措置する。

排出事業者等が再資源化計
画を作成する。

主務大臣が認定した場合に
、認定事業者は廃棄物処理
法の業許可が不要に。

販売
・
提供

排出
・
回収
・

リサイ
クル

：ライフサイクル全体でのプラスチックのフロー

＜店頭回収等を促進＞

＜ワンウェイプラスチックの例＞

＜プラスチック資源の例＞

＜付け替えボトル＞

＜施行期日：公布の日から１年以内で政令で定める日＞

【市区町村の分別収集･再商品化】



個別計画 3 紙製容器包装

紙製容器包装リサイクル推進協議会の概要

１．設立

平成 10年（1998 年）2月 5日

２．設立の目的

当推進協議会は容器包装リサイクル法の趣旨に基づき、紙製容器包装の３Ｒ推進と合理的で

コストミニマムなシステム構築によって、我が国における生活環境の保全、国民経済の健全な

発展に寄与することを目的として、関連する業界団体及び事業者が並立した形で設立された団

体です。

３．事業内容

当推進協議会は目的達成のために、次の事業を行っています。

１）紙製容器包装廃棄物の資源化促進のための実態調査

２）事業者が取り組んでいる環境配慮製品の情報収集・提供

３）国・自治体・消費者及び関係機関との連携・啓発

４）容器包装リサイクル法の円滑な運用と必要な制度整備への提言

５）当推進協議会会員への情報提供・啓発

４．会員構成

当推進協議会は、以下の会員によって構成されています。 (2021 年 3 月末 現在)

・正会員（１５団体） 紙製容器包装に関係する団体

・正会員（４２企業） 紙製容器包装に関係する事業者

・特別会員  当推進協議会が特に協力を要請する正会員以外の団体

５．役員

会 長 穴水 芳光 凸版印刷 株式会社 専務執行役員

副会長 小川 芳紀 森永製菓 株式会社 生産本部調達部部長

副会長 黒川 康幸 日本製薬団体連合会 常務理事

副会長 奥田 辰幸 日本製紙連合会   常務理事

専務理事 川村 節也 森永製菓 株式会社 (全日本菓子協会) 事務局長

◎ お問い合わせ先

紙製容器包装リサイクル推進協議会 事務局

〒105-0001  東京都港区虎ノ門１－１－２１ 新虎ノ門実業会館８Ｆ

ＴＥＬ：03－3501－6191、ＦＡＸ：03－3501－0203

ＵＲＬ：http://www.kami-suisinkyo.org/ 、e-mail：p@kami-suisinkyo.org 
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はじめに

紙製容器包装リサイクル推進協議会は、紙製容器包装 (*1) の３Ｒを推進し、循環型社会の形

成に資するため、これまで各種の活動を行ってきたところです。

前回の容器包装リサイクル制度の見直しにおいては、更なる３Ｒ推進に向けた第３次自主行

動計画である自主行動計画 2020を 2016年 6月に公表、着実に取り組み成果を上げてきたもの

と考えております。目標年次の 2020年度の終了に当たり、現時点までの自主行動計画の進捗状

況と、2021年度からの第４次自主行動計画である自主行動計画２０２５を公表いたします。

紙製容器包装関連業界では、他の主体間との連携・協力も得ながら取り組みを推進、環境負

荷・社会的コストの低減を図り、環境と経済の両立に資する所存です。

(*1)紙製容器包装：段ボールや飲料用紙容器(アルミ不使用)を除く紙製容器包装。紙箱・紙袋・包装紙等。

1 自主行動計画２０２０の推進状況

1.1 ３Ｒの取り組み状況

(1) リデュースの推進（紙・板紙使用量削減）

①使用量削減を更に推進し、2020年度までに 2004年度実績比 14％削減を目指す。

紙製容器包装では、代表的な指標となる容器形態が無いため、原単位による削減の把握が

難しく、日本製紙連合会等の統計情報より、包装紙と紙器用板紙の出荷量をベースに紙製容

器包装用途となる紙・板紙の国内出荷量を推定し指標としています。

自主行動計画 2020(2016～2020年度）リデュース目標の国内出荷量は、基準年度(2004

年度)比の目標 14％（当初目標 12％）削減に対し、4年目の 2019年度は 13.1％（前年度

10.7％)削減。自主行動計画をスタートした 2006 年度からの累積削減量は 2,356 千トン

（前年度 2,081千トン）に達しました。

売上高 ※1 を原単位としますと、基準年度(2004 年度)比で、20.8％（前年度 18.5％）

削減しました。

※１売上高：経産省商業動態統計より 売上高＝小売業計－自動車－機械器具－燃料

紙製容器包装 3R推進のための自主行動計画 2025

2020年度目標 14％

出
荷
量

削
減
率

紙製容器包装用途となる紙・板紙の削減率及び出荷量の推移 (基準年度＝2004年度)
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②紙製容器包装の「３Ｒ改善事例集」を発行し、実績を上げている各社の成果を波及させ

業界全体のレベルアップを図ります。

実際の商品で実施されている広範囲な３Ｒ改善事例を会員団体・企業を中心に事例提供を

いただき、「紙製容器包装３Ｒ改善事例集」を 2007年度以降毎年発行し、2020 年度には第

14版まで発行、業界全体のレベルアップのための普及啓発を進めてきました。

商品の保護と商品情報の提供という容器包装の基本機能を確保した上で、外箱の廃止や

容器のコンパクト化、軽量板紙の利用、糊代フラップの寸法縮小等、軽量化・薄肉化の取り

組みと多様な環境配慮設計が継続的に実施されていることが確認できました。

例えば、紙の意匠性を利用して、個人で小物入れや絵葉書、封筒へ再利用できるよう配慮

した商品事例があります。また、雑がみ回収の収集容器として紙袋が利用されています。更

に、紙製容器包装での詰め替え商品の開発も行われています。

                        

                   第 14版                  環境配慮設計の考え方                                           

③「紙製容器包装の環境配慮設計の考え方」の検討・研究              

「紙製容器包装の環境配慮設計の考え方」を容器包装の役割機能を満たしつつ、省資源、

資源の有効活用及び環境負荷の軽減により、消費者の利便性を図り、適正包装の推進を図

ることを目的に自主行動計画２０２０のスタートに向け 2015年度に改訂しました。

環境配慮設計は、内容物と容器包装のバランスを考慮した全体最適を基本とし、①容器

包装の役割機能を満たしていること、②過大包装への配慮がなされていること、③環境へ

の配慮がなされていることを原則として「最適包装設計」を目指す改訂としました。

(2) リサイクルの推進（紙製容器包装の回収率推定のための調査）

多様なリサイクルシステムを支援し、回収率 28％以上を目指す。

回収率の算定式：回収率(％)＝
紙製容器包装の回収量(*2)

紙製容器包装の家庭からの排出量(*3)

(*2)回収量：回収物の組成分析調査、市町村アンケート調査より行政収集量・集団回収量を推計

(*3)排出量：家庭からの排出量モニター調査(世帯当たり 1ケ月の排出量)より推計

市町村の分別収集実績データが公表されていますが、回収は容リ協ルートの他、既存の古紙

ルートで「雑がみ」等の混合回収が行われており、回収物の組成分析調査や市町村アンケート

調査及びヒアリング調査等、様々な調査活動により実態把握を進めました。

自主行動計画 2020(2016～2020年度）の回収率の目標 28％に対し、4年目の 2019年度は、

行政収集 19.2％、集団回収 7.4％、「紙製容器包装」合計の回収率は 26.6％（前年度 27.0％）

となりました。
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紙製容器包装の回収率及び回収量の推移

①リサイクルのための調査                            

＜ 回収物の組成分析調査［Ａ］＞

紙製容器包装の資源回収は、市町村で様々な方法で実施されています。その資源回収量

算出のため、「ヒアリング調査」を実施するとともに行政収集・集団回収での(a)「雑誌・雑

がみ」混合回収中での紙製容器包装の構成比及び(b)「雑がみ」分別回収中での紙製容器包

装の構成比等を当推進協議会の独自調査により実施しました。

＜ 市町村アンケート調査［Ｂ］＞

回収量実績は、人口 10万人程度以上の 295市区を対象に行政収集と集団回収の(a)「雑

誌・雑がみ」の混合回収量及び(b)「雑がみ」の分別回収量等のアンケート調査を実施しま

した。

＜ 家庭からの排出量モニター調査［Ｃ］＞

家庭から排出される紙製容器包装の排出量モニター調査より資源回収可能な紙製容器包

装の年間排出量を推定しました。

＜ 回収率算定 ＞

［Ａ］、［Ｂ］の調査より紙製容器包装の年間回収量の実績を［Ｃ］の調査より家庭からの

資源回収可能な紙製容器包装の年間排出量を推定し、回収率を算定しました。

②リサイクル適正を考慮した容器包装設計の工夫                  

リサイクルの推進に資する事例では、分離しやすい包装設計や、紙箱にミシン目を入れ

て廃棄時の減容化を図る取り組み等を進めています。

③アルミ付き飲料用紙パックについて自主回収やＮＰＯ等の活動を応援           

アルミ付紙パックの自主的回収の仕組み作りとして、市民団体との協働による「酒パッ

クリサイクル促進協議会」の活動を支援しています。小売酒販店を主体とした回収拠点「エ

コ酒屋」は、現在全国で 455 店舗の取り組みがあります。また、酒造メーカーで発生する

損紙のリサイクルシステムの構築も進めています。

（千ﾄﾝ）

回
収
量

回
収
率

2020 年度目標 28％
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(3) 容器包装リサイクル制度の見直しに向けた提言（識別表示の見直しを提言）

識別表示について、紙単体紙製容器包装と複合紙製容器包装の区別表示の設定を提言

当推進協議会にて設置した容リ法改正対策委員会において、紙製容器包装のリサイクルに

おける課題及び対策を整理し提言を改訂し、2020年 11 月の理事会において承認されました。

前回の容リ制度見直しの 2016年 5月の合同審議会でまとめられた「容器包装のリサイクル

制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」において、「紙製容器包装の回収量の拡大の観

点からの識別表示の検討を引き続き行うべきである。」と考えられる施策の例として取り上げ

られました。

1.2 主体間の連携に資する取り組み

「３Ｒ改善事例集」は会員への教育啓発と同時に、市町村や市民との交流の場の資料としても

使用、紙製容器包装の３Ｒの取り組みが具体的で分かりやすいとの評価を受けています。

「紙製容器包装のリサイクルについて」のパンフレットを改訂するとともに啓発ポスターを使

い、回収方法の違いや古紙パルプとして板紙原料となり、再び、紙箱や段ボールとして身の回り

で再利用されている仕組みを「エコプロ」をはじめとした展示会や３Ｒ推進団体連絡会の活動を

とおして、一般の消費者の方にも分かりやすく説明し、分別収集物の品質向上と資源化量の拡大

のための取り組みを進めました。

1.3 第４次自主行動計画に向けた課題

環境配慮設計の包装に係る JISが発行された内容を勘案して、「紙製容器包装の環境配慮設計の

考え方」を 2015年度に第３次自主行動計画に向けて改訂、容器包装の設計段階から更なるリデュ

ースやリサイクル性の向上に努めてきましたが、「今後のプラスチック資源循環施策のあり方につ

いて」で示された環境配慮設計の考え方をどう取り組むかも今後の課題となります。

また、紙製容器包装の回収率向上のために、紙単体紙製容器包装と複合紙製容器包装の識別表

示の区分が課題となっています。

2 紙製容器包装の自主行動計画２０２５

2.1 紙製容器包装の３Ｒの推進目標

紙製容器包装の３Ｒを推進するため、以下の自主的な取り組みを実施します。

第 4次自主行動計画である自主行動計画２０２５の基準年度は 2004年度、目標年次は 2025年

度とし、取り組みの結果については毎年度検証し、公表します。

(1) リデュースの推進（紙・板紙使用量削減）

①数値目標：使用量削減を更に推進し、2025年度までに 2004年度比 15％削減を目指す。

軽量化・コンパクト化を進めるにあたっては、中身製品の安心・安全性と商品情報提供の

確保が前提となります。環境負荷についてもバランスのとれた取り組みが必要となります。
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②紙製容器包装の「３Ｒ改善事例集」を発行し、実績を上げている各社の成果を波及させ業界

全体のレベルアップを図ります。                      

３Ｒ改善事例の調査研究と具体的な削減効果の広報啓発を継続します。

③環境配慮設計の推進

「紙製容器包装の環境配慮設計の考え方」について、引き続き検討・研究を進めます。

(2) リサイクルの推進

①数値目標：多様なリサイクルシステムを支援し、回収率 28％以上を目指す。    

回収量・排出量のアンケート調査や回収物の組成分析調査を実施します。

②リサイクル適性を考慮した環境配慮設計の工夫に取り組みます。

③多様なリサイクルシステムを支援し、アルミ付き飲料用紙パックについて自主回収やＮＰＯ

等の活動を応援します。

(3) 容器包装リサイクル制度の見直しに向けた提言（識別表示の見直しを提言）

①識別表示について、紙単体紙製容器包装と複合紙製容器包装の区別表示の設定を提言

紙製容器包装の分別収集は、容器包装リサイクル法に従った容リ協ルートと、「雑がみ」と

して既存の古紙ルートを利用した回収方法があり、市町村の判断により地域の実情を反映した

分別収集方法で実施されています。このため、紙製容器包装中の回収対象物と非対象物（難処

理古紙）の設定に市町村ごとに違いがあり、紙識別マークは多くの市町村で利用されていない

ため、識別表示の区別表示の設定について引き続き検討を行います。

識別マーク周知のための広報を推進し、分別排出の徹底・品質向上を図ります。

2.2 主体間の連携に資する取り組み

消費者・自治体・国等、各主体への協力及び連携によって、紙製容器包装の３Ｒ推進を図るた

め、情報の共有化及び普及啓発等、理解を深めることを目的に計画を実施していきます。

(1) 広報・啓発活動

① 環境に関連する展示会への出展協力及び充実

② ３Ｒ推進・普及啓発のための自治体・ＮＰＯ・学校のイベント等への協賛協力

③ ３Ｒ推進・普及啓発のためのポスター等の作成提供

(2) 調査・研究活動

① 紙製容器包装を含む「雑がみ」の回収方法や組成分析の調査

② アルミ付き飲料用紙パック等の自主的回収や集団回収の促進等への協力

(3) ３Ｒ推進団体連絡会との共同の取り組みの推進

容器包装リサイクル八団体で構成する「３Ｒ推進団体連絡会」を通じ、主体間連携の更なる

深化に向け共同して、広報・啓発事業やフォーラム等、意見交換の場の充実、調査・研究事業

を進めてまいります。
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はじめに

■３Ｒ推進団体連絡会とは

３Ｒ推進団体連絡会（以下「本連絡会」という。）は、容器包装リサイクル法の対象である、ガ

ラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック容器包装、スチール缶、アルミ缶、飲料用

紙容器、段ボールの８素材の容器包装の３Ｒ推進に係る八団体により、2005年 12月に結成され

ました。資源循環型社会の構築に寄与するため、容器包装リサイクル法に基づく分別収集と再商

品化をはじめ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）を一層効率的に推進するための事業を、

広範に推進しています。

■自主行動計画の策定・実行の経緯

本連絡会は、「容器包装３Ｒ推進のための自主行動計画」に基づき、「事業者が自ら実践する容

器包装３Ｒの取り組み」と「消費者・NPO、自治体・行政など主体間の連携に資するための取り

組み」を進めてきました。取り組みの進捗状況は毎年度フォローアップし公表しています。また、

計画の取り組み内容や目標の見直しは５年ごとに行っており、現在進めている「自主行動計画２

０２０」は第３次計画となります。

第４次の自主行動計画となる「自主行動計画２０２５」（以下「本計画」という。）では、第３次

自主行動計画である「自主行動計画２０２０」の 2016年度以降の取り組み実績や内外の動向を踏

まえ、引き続き容器包装３Ｒの推進と関係主体間の連携に資するため、2025年度に向けた目標と

取り組みの方向性を定めました。本連絡会および構成八団体の活動にご理解とご協力を賜りまし

た関係各位に心より御礼申し上げるとともに、本計画の推進に引き続きご支援とご協力を賜りま

すよう、お願い申し上げます。

2005.12 ３Ｒ推進団体連絡会の結成

2006.3 第 1 次自主行動計画（2006～2010 年度）

2011.3 第 2 次自主行動計画（2011～2015 年度）

2016.6 自主行動計画２０２０（第 3 次自主行動計画）（2016～2020 年度）

1 事業者自ら実践する３Ｒ行動計画

1 リデュースの推進

2 リユースの推進

3 リサイクルの推進

4 普及・啓発活動の推進4 普及・啓発活動の推進

2 主体間のさらなる連携のための行動計画

1 本連絡会の取り組み

2 共通テーマに基づく各団体の取り組み

自主行動計画２０２５（第 4 次自主行動計画）（2021～2025 年度）
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1. 自主行動計画２０２０の実施状況

1.1 「事業者自ら実践する３Ｒ行動計画」の成果

○ リデュース：環境配慮設計の普及を通じたリデュースの推進

○ リユース： ガラスびんリユースシステムの維持、消費者との連携強化

○ リサイクル：環境配慮設計の普及、多様な回収ルートの確保、関係主体との情報共有､連携

○ 普及・啓発活動の推進：

   環境に配慮した容器包装、リユースびん、リサイクルに関する情報発信・普及・啓発

(1) リデュース

各素材では 2020 年度に向けたリデュース目標を設定

し、環境配慮設計の考え方の普及、軽量化や薄肉化、無駄

のない形状への変更、コンパクト化など、容器包装リデ

ュースの取り組みを展開しました。

リデュースの実績については、８素材中４素材で目標

を上方修正したこともあり、2020年度目標に向けて着実

に目標に近づきつつも、一進一退の状況にあるといえます。内容物の保護など、容器包装の

基本的な機能を損なわないようにするため容器包装の軽量化には一定の物理的な限界があり

ますが、使用資源の削減努力を続けています。

なお、第１次自主行動計画（2006 年度）からの累計削減量は、８素材合計で約 860 万トン

（2019年度）に達しています。

図表 1 リデュースの目標と実績
2020年度目標
（2004年度比）

2016 2017 2018 2019 備考
目標設定の
考え方

ガラスびん 1.5％の軽量化 1.5% 2.2% 1.2% 1.7%

PETボトル 25％の軽量化 23.0% 23.9% 23.6% 24.8%
目標を上方修正
（20%→25%）

スチール缶 ８％の軽量化 7.7% 7.8% 7.3% 8.1%
目標を上方修正
（７%→８%）

アルミ缶 5.5％の軽量化 5.1% 5.3% 5.3% 5.4%
2016年度より
算出方法変更

飲料用紙容器
牛乳用500ml紙パックで
３％の軽量化

2.5% 2.9% 2.9% 2.9%

段ボール
１㎡当たりの平均重量で
6.5％の軽量化

5.2% 5.1% 5.1% 5.5%

紙製容器包装 削減率14％ 11.5% 11.2% 10.7% 13.1%

2016年度に目標を
上方修正

（12%→14%）

総重量の削減目標を
設定

プラスチック
容器包装

削減率16％ 15.3% 15.9% 17.0% 17.6%
2016年度に目標を

上方修正
（15%→16%）

容器包装利用事業
者の業界ごとに削減
量を算出し設定

1本（1缶）当たり平均
重量の軽量化目標を
設定

1㎡当たり平均重量
の軽量化目標を設定

計画項目

取り組みの成果

３Ｒ改善事例集
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(2) リユース

ガラスびんは“内容物の香味を吸着しない” “細

菌などがつきづらい” “容器の成分が溶出しない”

といった特性があるため、洗浄すれば何度でも内容物

を充填できる、衛生性・安全性に優れたリユースに最

適な容器です。自主行動計画２０２０では、リターナ

ブルびんのリユースシステムを持続させるために、関

係主体との連携による取り組みや消費者に対する普

及啓発等を進めました。

具体的な取り組みの例は以下のとおりです。

○ 地域の事業者や自治体などの関係者と連携した「地域型びんリユースシステム」構築

に向けた環境省の実証事業・委託調査業務の支援

○ 一升瓶の回収・再利用状況の補足と情報発信

○ 一升びんなどのリユースびんの回収を消費者に促す小売店での普及啓発事業の支援

○ 一升びんに関するガイドブックの作成支援

(3) リサイクル

各素材では 2020 年度に向けたリサイクル目標を設定

し、設計段階で容器包装のリサイクル適性を向上させる環

境配慮設計の推進や、自治体やリサイクル事業者など関係

主体と連携した多様な回収ルートによるリサイクルの促

進に取り組みました。

リサイクルの実績は下表のとおり、スチール缶、アルミ

缶、段ボールで 90％以上の高いリサイクル率、回収率を維持しています。他の素材も概ね目

標の水準に達していますが、一進一退の状況にあります。

2020年度目標の達成に向け、各素材とも引き続き取り組みを深化していきます。

図表 2 リサイクルの目標と実績

2016 2017 2018 2019

ガラスびん 70%以上 71.0% 69.2% 68.9% 67.6%

PETボトル 85%以上 83.9% 84.8% 84.6% 85.8%

スチール缶 90%以上 93.9% 93.4% 93.2% 93.3%

アルミ缶 90%以上 92.4% 92.5% 93.6% 97.9%

プラスチック
容器包装

リサイクル率
（再資源化率）

46%以上 46.6% 46.3% 45.4% 46.4%

紙製容器包装 28%以上 25.1% 24.5% 27.0% 26.6%

飲料用紙容器 50%以上 44.3% 43.4% 42.5% 41.4%

段ボール 95%以上 96.6% 96.1% 96.1% 94.6%

実　績

回収率

2020年度
目標

指標素材

リサイクル率

一升びん回収促進の取り組み

紙パックリサイクル講習会
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(4) 普及・啓発活動の推進

各素材では、その特性に応じ容器包装の３Ｒに関す

る情報発信・普及啓発活動を推進しました。主な例は以

下のとおりです。

○ ホームページでの情報発信

○ 関係リサイクル団体への表彰

○ 出前講座など、児童・生徒向けの環境学習の

実施

○ マテリアルフロー等の調査・情報提供

○ 自治体や関係者との意見交換会

また、各団体ではポイ捨て・散乱防止のための情報発

信やキャンペーン・イベントの実施、自治体の環境関連

イベントへの協力などを行っています。海洋プラスチ

ックごみ問題が地球規模の課題となっていますが、プラ

スチック容器包装では「プラ推進協・海ごみゼロキャン

ペーン」を実施するなど新たな取り組みを開始していま

す。

1.2 主体間の連携に資するための行動計画の成果

○ 広報・啓発事業の継続：展示会への出展、各種情報媒体による広報等

○ 情報共有・意見交換の充実：フォーラム・セミナーの開催や地域活動への支援等

○ 調査・研究事業の実施：消費者意識調査や学識者等との共同研究

(1) 広報・啓発事業

本連絡会の八団体共同の取り組みとして、各地で行

われる展示会への参加や、情報冊子の作成、配付、ホ

ームページにおける情報提供など、普及啓発活動を展

開しました。

計画項目

取り組みの成果

ホームページでの情報発信

関係団体への表彰

散乱防止・美化キャンペーン

展示会（エコプロ）
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【主な取り組み】

・ エコプロへの出展

・ ３Ｒ推進全国大会、全国都市清掃会議春季・秋季総会等、

各種イベントへの協力

・ 小冊子「リサイクルの基本」、啓発パンフレット「未来へ

とつながる３Ｒ社会をめざして」の改訂、配付

・ ホームページでの情報提供

(2) 情報共有・意見交換の充実

フォーラムや意見交換会の開催、地域における３Ｒ市民リーダー育成プログラム等を通じ、

消費者・NPO、行政、事業者、学識経験者など様々な主体との交流や意見交換を図っていま

す。

【主な取り組み】

・ 容器包装３Ｒ推進フォーラムの開催

・ 市民・自治体等との意見交換会（容器包装３Ｒ交流セミナー）の開催

・ NPOとの協働による「３Ｒ市民リーダー育成プログラム」の各地での展開

(3) 調査・研究事業の実施

継続的な消費者意識調査（インターネット調査）を実施し、容器包装３Ｒに関する消費者

意識・行動の変化の調査分析等を行いました。

また、アジアにおける資源循環、生産者責任のあり方について、神戸大学に３年間の調査

研究を委託しました。

容器包装３Ｒ推進フォーラム
意見交換会 ３Ｒ市民リーダー育成プログラム

消費者意識調査 神戸大学との共同研究

（n=3000）　

20.6%

73.6%

5.8%
積極的に利用
(購入)したい

条件があえば
利用(購入)したい

利用(購入)
したくない

【リユースびんの利用（購入）意向】

啓発パンフレット
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2. 2025 年に向けた取り組み方針

自主行動計画２０２０は、2020年度数値目標の達成評価にはあと１年を残しているものの、「事

業者自ら実践する３Ｒ行動計画」「主体間の連携に資するための行動計画」ともに、定められた計

画項目を着実に実施し一定の成果を上げることができました。

国においては 2018年 6月に第四次循環型社会形成推進基本計画を閣議決定し、2019年にはプ

ラスチック資源循環戦略が策定されました。さらに、2021年の通常国会にプラスチック資源循環

促進法案が提出され、循環型社会の形成に向けた政策が進められています。本連絡会は容器包装

リサイクル法に関わる事業者の社会的使命として、今後とも持続的に容器包装の３Ｒの推進に取

り組み、そのフォローアップ結果を関係主体と共有していきたいと考えております。

また、2020年は新型コロナウィルス感染症が世界的に拡大し、現在も続いています。当連絡会

主催の活動においても、一部の意見交換会の延期やエコプロ Onlineへの出展、延期や容器包装３

Ｒ推進フォーラムのオンライン開催などの影響がありました。今後とも、新型コロナウィルス感

染症の拡大防止に向けた在宅勤務への移行など仕事のあり方やライフスタイルなど社会全体の変

化を注視しつつ、必要に応じて柔軟な対応を図っていきたいと考えております。

次の５年間に向け、本連絡会は引き続き関係各位のご理解とご協力を得ながら、容器包装３Ｒ

推進と主体間の連携に資するための取り組みを着実に実施していきます。

2.1 自主行動計画２０２５の基本事項

計画期間

2021年度から 2025年度までの５か年とします。数値目標の基準年度は 2004年度です。

計画の進捗状況の点検・評価

計画の推進にあたり、毎年度の取り組み状況についてフォローアップを実施し、その結果

を公表します。また、社会情勢の変化や計画の進捗状況に応じ、適宜、数値目標の見直しや

計画内容の改善を図っていきます。

自主行動計画２０２５2021 20252004

数値指標の基準年度 目標年度
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2.2 2025 年に向けた取り組み方針

第四次循環型社会形成推進基本計画に掲げられた「素材の特性に応じた資源循環、ライフサイ

クル全体の最適化の推進」「各主体の参画・連携の推進」に基づき、容器包装の３Ｒに取り組んで

いきます。

基本方針１ 素材の特性に応じた容器包装３Ｒの推進

本連絡会は、過去 15年間にわたり自主行動計画に基づき粛々と容器包装３Ｒに取り組み、

フォローアップを行ってきました。その結果、各素材とも３Ｒの推進に一定の成果が得られ、

フォローアップで得られたデータは、社会的な知見の共有にも貢献したものと考えます。

本計画では引き続き、各素材が取り組むべき方向性や目標を定め、素材の特性に応じたラ

イフサイクル全体の最適化を目指し、容器包装の３Ｒに取り組んでいきます。

基本方針２ 主体間連携の深化

市民・NPO、行政、事業者、学識経験者など様々な主体との意見交換や協働を通じ、主体

間連携を深化させていきます。

また、各種情報媒体、イベント等への参加を通じ、容器包装３Ｒの取り組みについて積極

的な情報発信を行い、知見の共有を図っていきます。

2.3 計画体系

本計画は、「事業者が自ら実践する３Ｒ行動計画」と「主体間の連携に資するための行動計画」

の二本柱からなります。「事業者が自ら実践する３Ｒ行動計画」では、リデュース・リサイクルに

ついて 2025年度の数値目標を定めることとします。

図表 3 計画の体系

1 事業者自ら実践する３Ｒ行動計画

1 リデュースの推進

2 リユースの推進

3 リサイクルの推進

4 普及・啓発活動の推進

4 普及・啓発活動の推進

2 主体間の連携に資するための行動計画

1 本連絡会の取り組み

2 共通テーマに基づく各団体の取り組み

容器包装３Ｒ推進のための自主行動計画２０２５
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3. 事業者自ら実践する３Ｒ行動計画

「基本方針」に基づき、リデュース・リユース・リサイクルの推進に資する取り組みを進めま

す。なお、容器包装別の詳細については、「団体別自主行動計画」をご覧ください。

3.1 リデュースの推進

容器包装の最適化の取り組み

容器包装の機能確保を前提に環境配慮設計等を通じた容器包装の最適化を進め、資源使

用量の節減とライフサイクル全体での環境負荷の削減を進めていきます。

【取り組み例】

○ 軽量化や薄肉化、無駄のない形状への変更、コンパクト化など、容器包装の環境配慮

設計を通じた最適化を進め、資源使用量の削減を図ります。

○ 環境配慮設計に関わる指針を持つ団体においては、必要に応じて指針の改善を図ると

ともに、会員企業への普及を図ります。

○ ３Ｒ改善事例集など、具体的な取り組みに関する情報を会員企業に発信し、リデュー

スの取り組みの裾野の拡大、底上げを図ります。

リデュース目標

容器包装別のリデュースに関する数値目標は、図表 4に示すとおりです。

図表 4 リデュースの数値目標

素 材 指 標 2025 年度目標（基準年度：2004 年度）

ガラスびん

１本／１缶当た
り平均重量の軽
量化率

1.5％以上

PET ボトル 25％以上

スチール缶 8％以上

アルミ缶 6％以上

飲料用紙容器 １㎡当たり平均
重量の軽量化率

3％以上（※）

段ボール 6.5％以上

紙製容器包装
リデュース率

15％以上

プラスチック容器包装 22％以上

※ 牛乳用 500mlサイズカートンを対象とする。
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3.2 リユースの推進

ガラスびんリユースシステムの維持に向けた取り組み

脱炭素社会の実現にも貢献できる、ライフサイクル全体でのびんリユースシステムの環

境優位性を普及啓発するとともに、引き続きガラスびんリユースシステムの持続性確保の

ために国・自治体・消費者・事業者等のステークホルダーとの連携を図っていきます。

(1) リターナブルびんの環境優位性の普及啓発

○ ＬＣＡ調査・分析結果をもとに、ライフサイクル全体で環境面の優位性があるびんリ

ユースシステムに関する普及啓発に取り組みます。

(2) びんリユースシステムの持続性確保

○ 引き続きステークホルダーとの連携を図りながら、新たな関係構築を模索し、地域や

市場特性に合わせたびんリユースシステムの維持・構築を図ります。

3.3 リサイクルの推進

リサイクルに適した設計の普及

リデュースの取り組みと同様、環境配慮設計や３Ｒ改善事例集の普及等を通じ、容器包装

のリサイクル適性の向上とライフサイクル全体での環境負荷の低減を図ります。

【取り組み例】

○ 容器包装の単一素材化や分離しやすい形状など、環境配慮設計によるリサイクル適性

の向上を図ります。

○ 環境配慮設計に関わる指針を持つ団体においては、その改善を図るとともに、会員企

業への普及を図ります。

○ ３Ｒ改善事例集など、具体的な取り組みに関する情報を会員企業に発信します。

多様な回収ルートの確保

集団回収や店頭回収、拠点回収など多様な回収方式については、消費者、自治体、流通事

業者等と連携しつつ、社会全体でメリットのある回収方式の拡大に向けた支援を実施してい

きます。
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【取り組み例】

○ 各素材の回収方式の特性に応じ、回収実施団体等に必要な支援を実施します。

○ 集団回収など多様な回収の実践に係るマニュアルの普及など、情報発信を進めます。

関係主体との情報共有や連携

全国各地のリサイクル事例、リサイクルのゆくえ、回収資源の市況など、リサイクルに係る

各種情報を収集し、自治体や静脈産業事業者などの関係主体との情報共有を図ります。

【取り組み例】

○ マテリアルフローに関する調査の実施

○ ホームページや情報誌などを通じたリサイクル先進事例や最新情報の発信

○ リサイクル関係団体の表彰

リサイクル目標

容器包装別のリサイクルに関する数値目標は、下表２に示すとおりです。

図表 5 リサイクルの数値目標

素 材 指 標 2025 年度目標（基準年度：2004 年度）

ガラスびん

リサイクル率

70％以上

PET ボトル 85％以上

プラスチック容器包装（※） 60％以上

アルミ缶 92％以上

スチール缶 90％以上

紙製容器包装

回収率

28％以上

飲料用紙容器 50％以上

段ボール 95％以上

※プラスチック製容器包装はリサイクル率の算定方法を見直し（団体別自主行動計画（p.32~）参照）。

3.4 普及・啓発活動の推進

容器包装３Ｒの推進は、使用済容器包装の排出者である消費者ならびに収集・選別を担う自治

体の理解・協力が欠かせないため、素材の特性に応じ、３Ｒに関する多様な普及啓発・情報発信

を行います。

また、ポイ捨て・散乱防止のための情報発信やキャンペーン・イベントの実施・協力など、関

連する環境保全活動に取り組んでいきます。
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4. 主体間の連携に資するための行動計画

第１次計画から 15年間継続した市民・ＮＰＯ、行政、事業者、学識者等との連携の実績と知見

の蓄積を生かし、主体間連携の一層の深化を図ります。

4.1 本連絡会の取り組み

(1) 広報・啓発事業

各種イベント・展示会への出展やパンフレット、リーフレット等の作成、配布などの PR・

啓発事業を継続しつつ、コミュニケーションに役立つコンテンツの充実を図っていきます。

①各種情報媒体による広報・啓発

パンフレット・リーフレットの改訂・作成、配布、ホームページでの情報発信など、各種

媒体による広報・啓発を進めます。

②展示会への出展

エコプロ等、環境・３Ｒ推進に関する展示会への出展を通じ、容器包装３Ｒに関する知

見の啓発と取り組みへの理解・協力の促進を図ります。

③コンテンツの充実

小冊子『リサイクルの基本』や啓発パンフレット『未来へとつながる３Ｒ社会をめざし

て』を適宜改訂し、自治体が住民に対し容器包装の３Ｒを普及啓発する際に役立つ情報（分

別や回収システム、再商品化などの共通情報）の充実を図ります。

(2) 情報共有・意見交換の充実

フォーラムやセミナー等の実施により、市民・NPO、行政、事業者、学識者との情報共有・

意見交換を進めます。

①フォーラム・セミナーの開催

容器包装３Ｒ推進フォーラム、意見交換会（容器包装３Ｒ交流セミナー）を開催し、市

民・ＮＰＯ、行政、事業者、学識者といった関係主体との情報共有、意見交換を進めてい

きます。

②地域活動への支援と交流促進

NPOと連携した「３Ｒ市民リーダー育成プログラム」などの取り組みを通じ、地域にお

ける市民・自治体の活動を支援し、交流を図っていきます。
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(3) 調査・研究、情報交換等の実施

①消費者意識調査の実施

第１次計画から継続している消費者意識調査を継続し、消費者の容器包装３Ｒの意識・

行動に関する現状や課題を把握分析し、各種連携の取り組みを展開する際の基礎資料とし

ます。

②学識者との情報交換等

国内外の容器包装３Ｒ制度の現状や今後のあり方など、必要に応じて学識者との情報交

換、意見交換等を実施し、知見の蓄積を図ります。

4.2 共通テーマに基づく各団体の取り組み

以下のような共通のテーマを持って、各団体が関係主体間の連携に資する取り組みを展開しま

す。なお、各団体の取り組みの詳細については、「団体別自主行動計画」をご覧ください。

(1) 情報提供・普及啓発活動

容器包装の特性や状況に応じ、

○ ホームページの更新

○ ３Ｒ推進・普及啓発のためのイベントの主催

○ 環境展等への出展・協力

○ 普及啓発パンフレットの配付や映像媒体の作成

など、情報提供・普及啓発活動を展開します。

(2) 各主体との情報共有・意見交換

各団体にて自治体や消費者団体との意見交換、各種シンポジウムやフォーラム等への参加

などを進めていきます。

(3) 調査・研究事業

○ リサイクルの高度化・効率化に向けた組成分析等の調査・研究

○ 多様な回収の促進に向けた調査・研究

○ 自治体との協働による効果的な消費者啓発方法の研究

などの調査・研究を各容器包装の特性や状況に応じ、進めていきます。
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